
令和２年３月２６日（木）

第２回成育医療等協議会

公益社団法人 日本歯科医師会
常 務 理 事 山 本 秀 樹

成育医療等基本方針策定に向けた
成育医療等のあり方について

資料４



令和２年度予算案: 150,273千円
(207,819千円)

＜参考＞現行の歯科健診体制

乳幼児 児童・生徒等 ～７4歳 75歳以上

歯
科
健
診(

根
拠
等)

後期高齢者医療の被保険者に係
る歯科健診
（高齢者の医療の確保に関する
法律）

乳幼児歯科健診
（母子保健法）

学校歯科健診
（学校保健安全法）

毎年実施

歯周疾患検診（健康増進法）

義務（大学除く）

※塩酸・硫酸・硝酸等を取り扱う労働者は義務

労働安全衛生法に基づく定期健診（労働安全衛生法）

その他の歯科健診

※国保・被用者保険が行う特定健診は義務
（高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法）

義務

市町村が実施。
対象は１歳６ヶ月、
３歳

学校とは、幼稚園、小学校、中学校、
義務教育学校、高等学校、中等教
育学校、特別支援学校、大学及び
高等専門学校

※保育所等の児童福祉施設は、児
童福祉法に基づき、学校保健安全
法に準じた健診を行う。

市町村が実施（平成29年度市町村実施率 68.0％）。
対象は、40、50、60、70歳。

・後期高齢者医療制度事業費補
助金の補助メニュー

・後期高齢者を対象とした歯科
健診マニュアル（平成30年10
月策定）を参考に実施

歯科健康診査等の現状

歯科健康診査は、高校までの児童・生徒等は法定化（学校保健

安全法）されているものの、乳幼児では1.6歳、3歳のみであり、

妊産婦については法定化そのものがされていない（母子保健法）

（参考：厚生労働省医政局歯科保健課資料より一部引用）
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3出典：厚生労働省「第1回成育医療等協議会」参考資料3「成育医療等に関する施策」



4出典：厚生労働省「第1回成育医療等協議会」参考資料3「成育医療等に関する施策」
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6出典：厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」議論の取りまとめ（2019年6月）



出典：厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」議論の取りまとめ（2019年6月） 7



厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方
に関する検討会」議論の取りまとめ（2019年6月）①
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厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方
に関する検討会」議論の取りまとめ（2019年6月）②
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厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方
に関する検討会」議論の取りまとめ（2019年6月）③
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11中央社会保険医療協議会総会（第432回）資料より



12中央社会保険医療協議会総会（第432回）資料より



13中央社会保険医療協議会総会（第432回）資料より



14中央社会保険医療協議会総会（第432回）資料より



15厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 虐待防止対策推進室「母子保健における児童虐待対応・予防の動向」（児童虐待対応母子保健関係職員指導者研修）より



16出典：厚生労働省「第1回成育医療等協議会」参考資料3「成育医療等に関する施策」



17出典：厚生労働省「第1回成育医療等協議会」参考資料3「成育医療等に関する施策」



Å健やか親子第2次の取り組み課題である「すべての子どもが健

やかに育つ社会」の実現に向けて、妊娠前ケアから妊娠期、
さらに子育て期にわたる口腔健康管理、食育推進など、切れ
目なく支援していくために、 歯科と産婦人科、かかりつけ医、
及び助産師・保健師等の専門職との連携推進が重要。

Å母子保健法改正により、全国展開される「子育て世代包括支
援センター」において歯科医師の配置・連携の促進を行うな
ど、母子保健連絡協議会を含め、地域連携の更なる推進が必
要。

Å日本歯科医師会では、妊娠４か月頃を目途に、歯科健診を受
けることや、必要な歯科治療を受けることを勧めている。妊
産婦歯科健康診査は市区町村の任意で実施されているのが現
状であり、実施率・受診率ともに低いことから、健診事業実
施率の向上、健診内容の充実が必要。また、妊娠期間中に、
１回は歯科健診を行う制度と併せて、妊産婦及びパートナー
健診の充実・制度化が必要。

まとめ①
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Å歯・口腔の発育に応じて「食べ方」の発達を促し、適切な口
腔健康管理により、歯・口の健康を維持することで五感を
使って味わう咀嚼習慣を育成するなど、乳幼児期からの食育
推進が求められる。そして、その後の学童期、成人期、高齢
期と継続した食育支援につなげることが重要。

Å医療的ケア児への対応に向けては、小児在宅歯科医療の推進、
病院歯科や障害者歯科などとの地域歯科医療連携の推進、小
児在宅医、医療的ケア児訪問看護師などとの連携協働が必要。

Å虐待は重大な人権侵害である。児童虐待防止対策の強化に向
けての「児童虐待の防止などに関する法律」第５条に歯科医
師は「虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐
待の早期発見に努めなければならない」と規定されている。
歯科診療所や学校歯科健診等で早期に発見されるケースも多
いことから、要保護児童対策地域協議会などへの歯科医師会
の参画のほか、児童相談所や子育て世代包括支援センター等
との連携システムを構築していくことが望ましい。 19

まとめ②


